
個人住民税の定額減税について
　わが国経済をデフレに後戻りさせないための措置の一環として、令和６年度税制改正において、令和６年
分の所得税及び令和６年度分の個人住民税において定額減税が実施されることとなりました。
　個人住民税の定額減税の概要は以下のとおりです。

対象となる方
○前年の合計所得金額が 1,805 万円以下の個人住民税所得割の納税義務者

減 　 税 　 額
○本人、配偶者を含む扶養親族１人につき、１万円

そ 　 の 　 他
○減税額については、納税通知書の裏面又は特別徴収税額通知書の摘要欄に記載があります。
○定額減税は、住宅ローン控除や寄附金税額控除など、全ての控除が行われた後の所得割額から減税されます。
○減税しきれない場合は、別途給付金（調整給付）が支給されます。給付金の詳細は内閣官房ホームページ
　「新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置」をご参照ください。
　( https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/benefit2023/index.html )
○所得税（国税）の定額減税の詳細は、国税庁ホームページ「定額減税特設サイト」をご参照ください。
   ( https://www.nta.go.jp/users/gensen/teigakugenzei/index.htm )

※１定額減税の対象となる方は、国内に住所を有する方に限ります。
※２同一生計配偶者及び扶養親族の判定は、原則、前年 12 月 31 日の現況によります。
※３控除対象配偶者以外の同一生計配偶者の方がいる場合は、令和７年度分の個人住民税において
　１万円の定額減税が行われます。

徴収方法（令和６年度分）
①給与所得に係る特別徴収
　（給与所得者の方）
令和６年６月分は徴収されず、
定額減税「後」の税額が
令和６年７月分～令和７年５月分
の 11 か月で均されます。

②普通徴収
　（事業所得者等の方）

（定額減税の対象となる方）

定額減税「前」の税額をもとに
算出された第１期分（令和６年６
月分）の税額から控除され、控除
しきれない場合は、第２期分（令
和６年８月分）以降の税額から、
順次控除されます。

③公的年金等に係る所得に係る
  特別徴収（年金所得者の方）
定額減税「前」の税額をもとに算
出された令和６年 10 月分の特別
徴収税額から控除され、控除しき
れない場合は、令和６年 12 月分
以降の特別徴収税額から、順次控
除されます。

久米島町

久米島町では、島外医療機関へ通院する渡航費の一部助成を行っています。

【付添人】
　◇対象者が未成年の場合
　◇対象者が介護認定証をお持ちの場合
　◇特別な理由があり、医師により付添人が必要と認めた場合
　　※介護認定を受けていないが、身体的介助が必要な方が対象となります。　　
【助成額】：対象者／付添人　往復１万円を上限とする

※ポイント、クーポンを利用した場合は対象外となっておりますのでご注意ください。
※小児運賃の場合、商工観光課での手続きもありますのでご確認ください。

【助成回数】　制限なし

　難病患者等渡航費助成について

◇対象者
●難病患者に対する医療等に関する法律に基づき沖縄県が交付する受給者証を有する者
●児童福祉法に基づき沖縄県が交付する小児慢性特定疾病医療受給者証の交付を受けている者
●悪性新生物（ガン）に罹患している者であり、かつ、本町以外の医療機関での通院治療が必要と医
師が認めた者

●島外の専門の医療機関で妊婦健康診査が必要であると医師が認めた者
●本町において治療ができず、島外の専門の医療機関での治療を必要とする児童で町長が特に必要と
認めた者

　申請を受ける際は、医師の記載を必要とする意見書「島外の医療施設における治療等の
必要性に係る意見書」の提出が必要となります。
※新年度が始まっております。継続して申請している方も初回申請時に必要となりますの
で事前に福祉課でお受け取りください。

※事業詳細は福祉課までお問い合わせください。
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て

　久米島町役場　福祉課　 985-7124お問い合わせ

　4月3日午前8時58分ごろ、台湾東部沖を震源とする推定規模マグニチュード
7.7の地震が発生した。この地震により津波が発生し、宮古・八重山地方、沖縄本
島地方に「津波警報」が発表された。地震発生直後、気象庁からの緊急地震速報が
流れ、町の防災行政無線においても高台へ避難するよう呼びかけを行いました。
久米島町では、災害対策本部を設置し、各避難所での避難誘導・避難支援を行い
ながら情報収集等の対応にあたりました。
　町内での避難者は、沿岸部の地域で清水校区（340名）、久米島校区（420名）、
仲里校区（416名）、美崎校区（317名）となっております。（対策本部への報告の
み）今回の津波警報では、避難についての多くの課題がありました。
　毎年実施している防災訓練では、地域や職場、学校等において徒歩による避難
訓練を行っていますが、今回の避難においては、車での移動により避難経路で渋
滞が発生した津波避難場所があったので、引き続き検証が必要となっています。

　また、要配慮者の避難方法の確認や避難場所で現状を把握するための情報取集や飲料水、トイレの問題な
ど、避難する状況が長引くほど様々な問題が出てきます。
　これらの課題を少しづつ解決しながら防災・減災に繋げていかなければなりません。

台湾東部沖地震の津波警報による避難について台湾東部沖地震の津波警報による避難について

▲ 高台に避難する様子
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